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Ⅰ 計画策定の趣旨 

  シルバー人材センターは、働く意欲を持つ高齢者の豊かな経験と能力を生かした

臨時的で短期的な就業を通して、高齢者の生きがいの充実や社会参加の促進など地

域社会の活性化に貢献しています。 

  少子高齢化が著しい現在、高齢者人口は一層増加し、年金支給開始年齢の引き上

げ、定年延長など、高齢者の生活を取り巻く環境は大きく変化しています。また、

令和５年１０月から導入されるインボイス制度は、センター運営に多大な影響を及

ぼすことが見込まれます。 

そうした中、相模原市シルバー人材センター（以下「センター」という。）がこれ

らの状況の変化に対応すると同時に、会員や地域のニーズに応え、更なる発展を遂

げるために実施する事業の方向性を明らかにするため、これまでの中期計画を継承

して令和５年度を始期とする事業実施３か年計画を新たに策定します。 

 

 

Ⅱ 計画期間 

 令和５年度から令和７年度 

 

 

Ⅲ 現状と課題 

 １．会員数  

   年度別会員数は平成２５年度の３，７５１人をピークとして、その後、毎年度、

退会者が入会者を上回る状況が続き、令和３年度末では２，９３０人へと推移し

ています。年金の支給開始年齢の引き上げとともに、平成２５年には６５歳まで

の雇用確保が義務となり、さらに令和３年には７０歳までの雇用確保努力義務が

設けられました。また、令和２年には新型コロナウイルス感染症の影響により、

入会者が一層減少しました。会員数の拡大を図るには、退会者を抑制するととも

に、新規会員を一層増加させることが必要です。 

   なお、女性会員の比率が令和３年度において、全国平均３４．０％に対し、相

模原市は２７．８％となっていますので、女性会員の獲得も課題となっています。 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．受託事業  

   過去１０年では、受託事業の契約額は１１億円台で推移してきましたが、令和

２年度には新型コロナウイルス感染症の影響により、公共施設の休止や、民間企

業等においても就業停止の事態が生じたため、前年度比１０％の減少となり１０

億円を割り込みました。令和３年度においては前年度を上回り１．３％の増加と

なりましたが、新型コロナウイルス感染症発生以前の水準には戻っていません。 

   また、会員の平均年齢が上昇し続けている状況から、年齢に関わりなく高齢者

でも就業可能な業務の拡大が求められます。 

   派遣事業につきましては、全国では契約額（請負・委任、派遣）の約１５％を

占めていますが、相模原市では１．２％となっています。より一層派遣事業を拡

大することが求められます。 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

会員数 3,667 3,751 3,630 3,529 3,442 3,380 3,284 3,221 3,019 2,930

入会者 625 578 455 428 415 409 385 374 261 321

退会者 520 494 576 529 502 471 481 437 463 410
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

請負･委任 1,153, 1,151, 1,164, 1,146, 1,170, 1,154, 1,129, 1,114, 996,70 1,009,

受託件数 25,542 25,906 26,066 26,071 26,415 25,724 25,155 24,407 22,525 23,215
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３．安全・適正就業  

   安全就業については、ペナルティ制度の活用や年４回の『安全ニュース』の発

行などにより、安全意識の向上に努めてきましたが、目に見える形での事故減少

につながっていません。事故発生要因についても、軽微な安全配慮不足が多数と

なっていますので、安全就業に対するさらなる会員意識の向上が急務です。 

   適正就業については、請負・委任、派遣、職業紹介の就業形態を的確に判断し、

『適正就業ガイドライン』（厚生労働省 全国シルバー人材センター事業協会）』

に則った運営が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．運営体制  

  総会はセンターの最高意思決定機関であり、業務執行は理事会において意思決定

されます。また、理事会に上程する議案は専門部会（総務・事業・組織）において

審議されます。 

市内には、３８の地区班が設置され、会員及び就業機会の拡大を図っていますが、

地区班により活動状況に差異があるため、地区班組織について検討をする必要があ

ります。 

  事務局の体制は、事務局、３事務所及び３連絡所に３３名の職員を配置していま

す。限られた人材資源を活かすため、職員の資質と能力の向上を図る必要がありま

す。 

  財政面では、安定した運営のために国や市からの補助金、また、受託事業拡大に

よる事務費収入の確保が必要です。なお、令和５年１０月からインボイス制度が導

入されるため、税負担への対応が課題となっています。 

 

 

 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

傷害 34 24 18 17 14 19 14 17 24 19

賠償 22 18 13 19 13 12 10 17 7 15

合計 56 42 31 36 27 31 24 34 31 34
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Ⅳ 基本理念  

  ～自主・自立、共働・共助～ 

自主的に集まり、自ら主体となって運営しよう。 

そしてお互いに助け合いながら働き、自らの健康と生きがいを高めて、 

いきいきとした地域社会をつくろう！ 

 

  「自主・自立」は組織理念であり、センターが就業機会を確保するため、国や相

模原市などの理解と支援を得ながら、理事会を中心とした組織活動により目標を立

てるとともに、課題や問題の解決にあたり、組織を主体的に運営していくことです。 

  また、「共働・共助」は、高齢者が培った技術や経験を活かし、共に助け合い、共

に働くことで豊かで積極的な生活維持と社会参加による生きがいの充実、ひいては

活力ある地域社会づくりに貢献することです。  
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Ⅴ 基本方針 

  基本理念を念頭に置き、これまでの現状と課題等を踏まえ、実施事業の基本方針

を次のとおり定めます。 

 

 １．会員の確保・拡大  

   地域社会で就業を希望する高齢者の受け皿として、センターが将来にわたり持

続的に発展していくためには、会員の確保と拡大が不可欠です。そのため、新規

会員の加入促進と女性会員の増強、そして退会の抑制に向けた取り組みを進めま

す。 

 

２．受託事業の拡大と就業機会の確保  

   センターを安定的に運営していくためには、受託事業の拡大と会員の希望に沿

った就業機会の確保が不可欠です。そのため、新規受託事業の開拓や就業機会の

確保のほか既存受託事業の充実等に取り組みます。 

  

３．安全・適正就業の推進  

   会員が健康で生き生きと就業を続けるためには、安全かつ適正な就業により事

故ゼロを目指す必要があります。そのため、安全・適正就業の徹底や就業スキル

の向上に、会員と組織が一体となって取り組みます。 

 

４．運営体制の充実  

  センターの運営を支え事業を円滑に進めていくためには、運営体制の充実と財

政基盤を安定させることが重要です。そのため、理事会等の各種会議による意思

決定の円滑化や財源確保に向けた取り組みなどを進めます。 
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Ⅵ 実施事業 

  基本方針を踏まえ、今後３年間に取り組む主な内容は次のとおりです。 

 

 １．会員の確保・拡大  

 

(１)会員の拡大 

 ① ホームページや市の広報紙等のメディアを活用しセンターのＰＲを行い、

知名度をアップさせます。また、公共施設等にわかりやすい入会案内を配架

します。 

 ② ＳＮＳ等を活用し、会員の就業の様子を紹介する取り組みを進めます。 

 ③ ６０歳以上の市民を対象とした講演会を開催し、参加者に入会案内を行い

ます。また、市老人会等と連携した事業を検討し、センターのＰＲを行いま

す。 

 ④ 市域が広範にわたり、緑・中央・南ブロックごとに地域特性が異なるた

め、各ブロックの特性に応じた会員拡大活動の取り組みを進めます。 

 ⑤ 会員一人ひとりが広報マンとなり、新規会員を紹介する取り組みを促進し

ます。 

 ⑥ 会員等を対象としたセンター事業の割引等について検討を進めます。 

 ⑦ 各地区班による事業普及啓発活動を行い、会員の拡大に取り組みます。 

 ⑧ 各事務所・連絡所で行っている入会説明会について、事務所から遠方の地

域の高齢者の利便性を図る方策について検討をします。 

 ⑨ 入会希望者の利便性を高めるため、Ｗｅｂ上で入会申し込みができるシス

テムの導入を検討します。 

 ⑩ センター事務所等にアイキャッチを施すなど、誰もが入会しやすい雰囲気

づくりを醸成します。 

 

(２)女性会員の増強 

  ① 女性の趣向に合った新たな業種を開拓するなど、仕事との良好なマッチン

グを推進します。 

 ② 女性会員を対象とした懇親会等の開催や趣味活動を支援し、会員相互の親

睦や交流機会の充実を図ります。 

 ③ 女性会員の活動等をホームページや会報に掲載し、情報発信を行います。 

 

(３)退会の抑制 

 ① 会員が希望する職種に就けるよう、幅広い業種の開拓に取り組みます。 

 ② 未就業者の就業機会の確保を図るため、長期就業者への対応を検討するな

ど、ワークシェアリングを推進します。 
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 ③ 未就業の会員に対して年間を通してフォローアップすることなどにより、

就業の促進を図ります。 

 ④ 会員の仲間づくりや交流の場の創出に取り組みます。 

 ⑤ ポイント制度により会員のモチベーションを高めます。 

 ⑥ 就業以外の活動によるセンター事業への参加を促すため、ゴールド会員に

移行するまでの在籍年数について検討します。 

 

 ２．受託事業の拡大と就業機会の確保  

 

(１)新規受託事業の開拓と就業機会の確保 

 ① 行政や企業等への営業活動を通して、更なる就業の場の確保に取り組むと

ともに、より多くの会員に就業機会を提供します。 

 ②  公共施設等にリーフレットを配架するほか、ホームページによる最新情報

の発信、戸別ポスティング等の展開により、新規顧客の確保につなげます。 

 ③  女性の趣向に合った新たな業種を開拓するなど、仕事との良好なマッチン

グを推進します。（再掲） 

 ④ 会員が希望する職種に就けるよう、幅広い業種の開拓に取り組みます。

（再掲） 

 ⑤ 地区班による事業普及啓発活動により、受託事業の拡大に取り組みます。 

 ⑥ 緑・中央・南ブロックごとに地域特性が異なるため、各ブロックの特性に

応じた事業拡大活動の取り組みを進めます。 

 

(２)既存受託事業の充実と拡大 

  ① 会員技能講習会等により、受託事業の多い職種を中心に会員のスキルアッ

プを図ります。 

 ② 引受ける会員がおらず受託を断念することがないよう、受託内容に応じた

会員の確保を図ります。 

 ③  ワンコインサービスの展開により、事業の拡充を図ります。 

 

(３)独自事業の展開 

 ① 薪販売事業、椎茸栽培関連事業の充実を図ります。 

 ② 会員の知識や技術、経験等を生かした新規事業を検討します。 

 

  (４)派遣事業・職業紹介事業の拡大 

 ① 神奈川県シルバー人材センター連合会（以下「県シ連」という。）と連携

し、派遣事業の拡大を図ります。 

 ② 派遣事業拡大のための体制を整備し、多様な働き方のニーズに応えるとと

もに、就業機会の確保に取り組みます。 
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  ③ 県シ連及び職業安定機関との連絡調整を行いながら、職業紹介事業の推進

に努めます。 

 

 ３．安全・適正就業の推進  

 

(１)安全就業の徹底 

 ① 安全管理委員会において、事故の原因や対策等を共有し、再発防止に向け

た各種取り組みを進めます。 

 ② 安全就業推進員、安全管理対策員による就業現場の巡回により、安全就業

の徹底を図るとともに、チェックシートやペナルティ制度の活用により事故

の再発防止に取り組みます。 

 ③ 安全かつ適正な就業について、安全ニュースやハンドブック等を活用し、

全会員に周知するとともに、各種講習会や会議等において、安全就業基準の

徹底を図るなど、会員の安全就業に対する意識を高めます。 

 ④ ブロックごとに交通安全教室を開催するなど、就業途上での事故防止に取

り組みます。 

 ⑤ 発注者からの依頼内容により、事務所等で事前に現場確認を必要に応じて

行うなど、事故の未然防止に努めます。 

 

(２)適正就業の推進  

  ① 「適正就業ガイドライン」に基づき、請負・委任・派遣等の就業形態に即

した適正な就業が図られるよう取り組みます。 

 ② 会員の就業が「適正就業ガイドライン」に基づく、臨時的かつ短期的また

は軽易な業務となるよう取り組みます。 

 

(３)就業スキルの向上 

  ① 就業に関する知識や技能、健康管理等の講習会を開催し、会員のスキル向

上を図ります。 

 ② 技能職等における後継者育成のための方策について検討を進めます。 

 

(４)健康の維持 

  ① 安全ニュースやハンドブック等を通じて、会員の健康に対する意識を高め

ます。 

 ② 健康維持のため、相模原市が実施する健康診断を受診するよう、会報等で

促します。 
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 ４．運営体制の充実  

 

(１)運営組織体制 

  ① 理事会や専門部会のほか、ブロック会議等の開催により、組織運営の円滑

化を図ります。また、ＩＣＴの導入により会議の効率化等を図ります。 

 ② 会員の高齢化等に伴い地区役員の担い手不足が懸念されることから、地区

班のあり方について検討を進めます。 

 ③ 研修等により事務局職員の意識や知識の向上を図るとともに、効率的・効

果的な職員配置等を行い、事務局体制の充実を図ります。 

 ④ 会員や発注者から信頼される組織運営を推進するため、職員のコンプライ

アンスの徹底を図ります。 

  

(２)財政基盤の安定 

 ① 消費税におけるインボイス制度の開始を踏まえ、新たな税負担に対する財

源確保に向けた取り組みを進めます。 

 ② 最低賃金や原材料費等の上昇を踏まえた配分金等の見直しを行います。 

 ③ 国や市の施策の情報収集に努め、センターに係る補助金等の安定的な確保

に取り組みます。 

 ④ 就業の拡大を図り、自主財源である事務費の安定的な確保に取り組みま

す。 

 ⑤ 事務事業の見直しや事務の効率化等により、経常経費の縮減に努めます。 

 

  (３)行政、関係団体との連携 

 ① 行政や市内の公益法人等の団体と連携することで、センターのＰＲや就業

の拡大を図ります。 

 ② 全シ協や県シ連が主催する研修会や会議等に参加し、センターの事業運営

の参考となる情報を収集します。 

 

(４)会員活動の促進 

 ① 会員相互の親睦を図るため、同好会活動等を促進するとともに、発表の場

として演芸会を実施します。 

 ② 会員の連携と地域住民との交流を図るとともに、センターの知名度を高め

るため、「シルバーまつり」を実施します。 

 ③ 会員のＩＣＴ活用を促進し、会員とセンター相互の利便性の向上を図りま

す。 
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Ⅶ 事業実施３か年計画【令和５年度から令和７年度】における目標 

 

◆目標１：会員数 

（単位：人） 

年 度 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

男 ２，１１６ ２，２１９ ２，２２８ ２，２３６ ２，２４４ 

女 ８１４ ８２１ ８３２ ８４４ ８５６ 

計 ２，９３０ ３，０４０ ３，０６０ ３，０８０ ３，１００ 

 

◆目標２：契約額（請負・委任） 

                    （単位：千円） 

年 度 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

契約額 1,009,778 1,013,000 1,090,000 1,100,000 1,110,000 

 

◆目標３：契約額（派遣） 

                    （単位：千円） 

年 度 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

契約額 12,663 29,000 30,000 31,000 32,000 

 

 

◆目標４：就業率 

                               （単位：％） 

年 度 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

就業率 ８３．２ ８３．０ ８７.０ ８７.５ ８８．０ 

 

◆目標５：事故件数 

（単位：件） 

年 度 Ｒ３実績 Ｒ４見込 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

傷害事故 １９ １８ １５ １２ ９ 

賠償事故 １５ １２ １０ ８ ６ 

計 ３４ ３０ ２５ ２０ １５ 
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